
 

インセンティブ制度に係る令和元年度実績の評価方法等に関する 

評議会での意見 （奈良支部） 

 

令和２年１０月２９日に開催した評議会での議論を踏まえ、次の意見について報告します。 

 

【評議会意見】 

 本部案の通り、インセンティブ分の保険料率について、0.007％を当初方針通りに実

施することが妥当であると考える。 

 評価法方法について、本部案の通り、指標１、2、4 については案②の通り、指標 3、5

については平成 31年 4月から令和 2年 3月分実績により評価することが妥当である

と考える。 
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